
 

■国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館の更新情報 

(令和６年９月分～令和７年１月分) 

 国際観光ホテル整備法(以下、「法」という。)に基づき、登録ホテル・旅館の新規登録、登

録抹消及び登録事項変更を下記のとおり公示します。 

                            観光庁長官 秡川 直也 

 

 

令和６年９月分 

（新規登録） 

○法第５条の規定により次のホテル・旅館を登録しました。 

 ９月は該当なし 

 

（登録抹消） 

○法第 17条の規定により次のホテル・旅館の登録を抹消しました。 

 ◆抹消年月日 令和６年９月 25日 

  登 録 番 号 登録ホ第 0312 号 

  施 設 名 称 センチュリーロイヤルホテル 

  所 在 地 札幌市中央区北５条西５丁目２番地 

 

 ◆抹消年月日 令和６年９月 25日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1241 号 

  施 設 名 称 アートホテルズ札幌 

  所 在 地 札幌市中央区南９条西２丁目５番地 

 

 ◆抹消年月日 令和６年９月 25日 

  登 録 番 号 登録旅第 2105 号 

  施 設 名 称 南知多観光ホテル大新 

  所 在 地 愛知県知多郡南知多町大字内海字一色 68 

 

（登録事項変更） 

○法第７条第３項の規定により次のホテル・旅館の名称を変更しました。 

 ９月は該当なし 

 

 

令和６年 10 月分 

（新規登録） 

○法第５条の規定により次のホテル・旅館を登録しました。 

 10 月は該当なし 



 

 

（登録抹消） 

○法第 17条の規定により次のホテル・旅館の登録を抹消しました。 

 ◆抹消年月日 令和６年 10 月 9日 

  登 録 番 号 登録ホ第 0899 号 

  施 設 名 称 広島ダイヤモンドホテル 

  所 在 地 広島県広島市西区観音新町二丁目４番６号 

 

（登録事項変更） 

○法第７条第３項の規定により次のホテル・旅館の所在地を変更しました。 

◆登 録 番 号 登録ホ第 1379 号 

 施 設 名 称 ホテルルートイン浜松駅東 

  新 所在地 静岡県浜松市中央区中央 3-10-28 

  旧 所在地 静岡県浜松市中区中央 3-10-28 

 

◆登 録 番 号 登録ホ第 1476 号 

施 設 名 称 ホテルルートイン浜松西インター 

  新 所在地 静岡県浜松市中央区湖東町 6015-1 

  旧 所在地 静岡県浜松市西区湖東町 6015-1 

 

 

令和６年 11 月分 

（新規登録） 

○法第５条の規定により次のホテル・旅館を登録しました。 

◆登録年月日 令和６年 11 月６日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1675 号 

  施 設 名 称 京急ＥＸホテルみなとみらい横浜 

  所 在 地 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目１番２号  

横浜シンフォステージ ウエストタワー26 階～30 階 

 

（登録抹消） 

○法第 17条の規定により次のホテル・旅館の登録を抹消しました。 

 ◆抹消年月日 令和６年 11 月７日 

  登 録 番 号 登録旅第 2267 号 

  施 設 名 称 天童グランドホテル舞鶴荘 

  所 在 地 山形県天童市鎌田本町 2 丁目 4 番 51 号 

 

 



 

 ◆抹消年月日 令和６年 11 月 20 日 

  登 録 番 号 登録旅第 2752 号 

  施 設 名 称 草津温泉 湯宿・季の庭 お宿・木の葉 

  所 在 地 群馬県吾妻郡草津町大字草津４６４－２１４ 

 

 ◆抹消年月日 令和６年 11 月 20 日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1601 号 

  施 設 名 称 アパホテル＜和歌山＞ 

  所 在 地 和歌山県和歌山市本町２－３６－１ 

 

（登録事項変更） 

○法第７条第３項の規定により次のホテル・旅館の所在地を変更しました。 

◆登 録 番 号 登録ホ第 1391 号 

 施 設 名 称 ビラックス高薗 

  新 所在地 静岡県浜松市浜名区高薗 381 

  旧 所在地 静岡県浜松市浜北区高薗 381 

 

 

令和６年 12 月分 

（新規登録） 

○法第５条の規定により次のホテル・旅館を登録しました。 

◆登録年月日 令和６年 12 月 18 日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1677 号 

  施 設 名 称 センチュリオンホテル浜松 

  所 在 地 静岡県浜松市中央区板屋町 690 

 

◆登録年月日 令和６年 12 月 24 日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1676 号 

  施 設 名 称 ホテルクレール日笠 

  所 在 地 兵庫県姫路市十二所前町 22 番地 

 

（登録抹消） 

○法第 17条の規定により次のホテル・旅館の登録を抹消しました。 

12 月は該当なし 

 

（登録事項変更） 

○法第７条第３項の規定により次のホテル・旅館の所在地を変更しました。 

 12 月は該当なし 



 

 

 

令和７年１月分 

（新規登録） 

○法第５条の規定により次のホテル・旅館を登録しました。 

 1 月は該当なし 

 

（登録抹消） 

○法第 17条の規定により次のホテル・旅館の登録を抹消しました。 

 ◆抹消年月日 令和７年１月８日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1458 号 

  施 設 名 称 衣浦グランドホテル 

  所 在 地 愛知県碧南市田尻町 1－1－9 

 

（登録事項変更） 

○法第７条第３項の規定により次のホテル・旅館の所在地を変更しました。 

◆登 録 番 号 登録ホ第 0297 号 

 施 設 名 称 フレックステイイン鹿島セントラル/アートホテル鹿島セントラル 

  新 名称 フレックステイイン鹿島セントラル/アートホテル鹿島セントラル 

  旧 名称 鹿島セントラルホテル 

 


